
承第１号

市長専決処分事項の承認を求めるについて

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき､ 別紙のとおり市長において専決処分をしたので､

同条第３項の規定により市議会に報告し､ 承認を求める｡

令和７年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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市長専決処分について

国の総合経済対策に伴う低所得世帯支援に係る予算措置については緊急を要し､ 議会を招集す

る時間的余裕がないため､ 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき､ 次のとおり市長におい

て専決処分する｡

令和７年１月１５日

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

１ 令和６年度和歌山市一般会計補正予算
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令和６年度和歌山市一般会計補正予算 (第９号)

令和６年度和歌山市一般会計補正予算 (第９号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１, ８２３, ８６４千円を追加し､ 歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１５８, ３３１, ８６７千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和７年１月１５日

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第９号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 ３４,７３４,３３２ １,８２３,８６３ ３６,５５８,１９５

３ 国 庫 交 付 金 ６,２８７,６４４ １,８２３,８６３ ８,１１１,５０７

21 諸 収 入 ４,２６３,１２６ １ ４,２６３,１２７

７ 雑 入 １,６１８,７１７ １ １,６１８,７１８

歳 入 合 計 １５６,５０８,００３ １,８２３,８６４ １５８,３３１,８６７

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 民 生 費 ７５,０５１,０３３ １,８２３,８６４ ７６,８７４,８９７

１ 社 会 福 祉 費 ３１,０１０,６００ １,８２３,８６４ ３２,８３４,４６４

歳 出 合 計 １５６,５０８,００３ １,８２３,８６４ １５８,３３１,８６７
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